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（目的） 

第１条 富山県が実施する福祉サービス第三者評価事

業（以下、「事業」という。）に関し、富山県福祉サ

ービス第三者評価推進機構（以下、「機構」という。）

において行う福祉サービス第三者評価機関（以下、

「評価機関」という。）に対する認証の基準（以下、

「認証基準」という。）を定めることにより、福祉サ

ービス第三者評価（以下、「評価」という。）の信頼

性、透明性を確保するとともに、評価機関の参入促

進を図り、もって評価の普及・定着に資することを

目的とする。 

 

（認証要件） 

第２条 評価機関の認証要件は次に掲げる各号とす

る。 

(1) 法人格を有すること。 

 

 

 

 

(2) 福祉サービスを提供していないこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 福祉サービスを提供又は経営する者が当該評価

機関を構成するもののうち半数を超えている場

合には、評価結果の決定を行う第三者からなる

評価決定委員会を設置すること。 

 

(4) 前号に規定する評価決定委員会の委員は、次に

掲げる者であって、それぞれ２人以上のおおむ

ね同数によって構成されること。この場合にお

いて、当該委員には、評価決定委員会を設置す

る評価機関の代表者、理事、役員、その他評価

調査者を除く雇用関係にある者が含まれていな

いこと。 

 ア 福祉、医療、法律、経営、評価等学識経

験者 

イ 社会福祉事業の経営者又は従事者 

ウ 福祉サービス利用者又は一般県民 

 

福祉サービス第三者評価機関認証要綱（平成１７年１

月１３日付）（以下、「要綱」という。）の実施要領を

次のように定める。 

 

 

（福祉サービス第三者評価） 

第１条 要綱第１条に規定する「福祉サービス第三者

評価」とは、富山県福祉サービス第三者評価推進機

構（以下、「機構」という。）が認証した福祉サービ

ス第三者評価機関（以下、「評価機関」という。）が、

機構が定める評価手法及び評価基準項目をすべて

取り込んで実施する、福祉サービスの評価をいう。 

 

 

 

 

 

（法人格） 

第２条 要綱第２条第１号に規定する「法人格」とは、

公益法人、特定非営利活動法人、株式会社等をいい、

法人の形態は問わない。 

 

 

 

（福祉サービス） 

第３条 要綱第２条第２号に規定する「福祉サービ

ス」とは、次に掲げる各号いう。 

(1) 社会福祉法に規定される社会福祉事業として

提供されるすべての事業（ただし、社会福祉法

第２条第２項第７号に規定される生計困難者

に対して無利子又は低利で資金を融通する事

業、同法同条第３項第 12 号に規定される福祉

サービス利用援助事業、第 13 号に規定される

連絡又は助成を行う事業及びその他の相談を

行う事業は除く。） 

(2) 介護保険法で規定される居宅サービス及び施

設サービス等として提供されるすべてのサー

ビス。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

(5) 評価機関の代表者や理事、役員等が関係するサ

ービス事業者の評価を行わないこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6) 評価機関が関係するサービス事業者の評価を行

わないこと。 

 

 

 

 

 

(7) 評価調査者（評価を行うのに必要な資格や経験

を有し、機構が実施する評価調査者養成研修（他

の都道府県で第三者評価機関の認証を受け、本

県の評価機関としても認証を受けようとする第

三者評価機関にあっては、機構が実施する養成

研修と同等の内容と認められるものを含む。）又

は全国社会福祉協議会が実施する社会的養護関

係施設第三者評価事業「評価調査者」養成研修

会を修了し、必要な継続研修を受講している者）

が２人以上所属していること。（実施要領第６条

第 1 号及び第２号を満たす評価調査者が、それ

ぞれ１名以上所属していること。） 

また、評価を行う際には、当該評価機関に所

属する評価調査者であることを証する書類を評

価調査者に絶えず所持させ、サービス事業者の

職員から提示を求められた時はそれを提示させ

ること。 

評価調査者の名簿登載の詳細については、別

に定める「評価調査者名簿登載要領」による。 

 

 

 

 

 

 (8) 評価調査者に対して定期的な研修機会を確保す

ること。 

 

 (9) 一件の第三者評価に２人以上（実施要領第６条

第１号及び第２号の双方を含む）の評価調査者

が一貫してあたること。 

 

(10) 属する評価調査者に、評価調査者自らが所属・

業務等で関係するサービス事業者の評価を行

わせないこと。 

 

 

 

 

 

（代表者等が関係するサービス事業者） 

第４条 要綱第２条第５号に規定する「評価機関の代

表者や理事、役員等が関係するサービス事業者」と

は、評価機関の代表者や理事、役員等が現在所属す

るまたは以前所属していた法人が経営するすべて

の施設、事業所をいう。なお、「所属」とは、代表

者や理事、役員であること、または常勤、非常勤等

の形態を問わず雇用関係があることをいう。 

２ 評価機関とサービス事業者の間に利益相反関係

の存する恐れが実質的にないと認められる場合に

は、評価機関の申し出により前項の適用について特

例の措置を講ずることができる。 
 

（評価機関が関係するサービス事業者） 

第５条 要綱第２条第６号に規定する「評価機関が関

係するサービス事業者」とは、評価機関が、コンサ

ルタント、会計事務所、調理業務などを通じて現在

経営等に関係しているかまたは過去３年の間に経

営等に関係していたすべての施設をいう。 

 

（必要な資格や経験） 

第６条 要綱第２条第７号に規定する「必要な資格や

経験」とは、以下に掲げる各号をいう。 

 (1) 組織運営管理業務を３年以上経験している者、

又はこれと同等の能力を有していると認めら

れる者 

(2) 福祉、医療、保健分野の有資格者若しくは学識

経験者で、当該業務を３年以上経験している

者、又はこれと同等の能力を有していると認め

られる者 

 

（所属） 

第７条 要綱第２条第７号に規定する「所属」とは、

常勤、非常勤、登録など雇用形態は問わないが、評

価機関がその評価調査者が関わる業務について責

任を持ち、評価機関から当該評価機関に所属する評

価調査者であることを証する書類を付与されてい

ることをいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（評価調査者自らが所属・業務等で関係するサービス
事業者） 
第８条 要綱第２条第 10 号に規定する「評価調査者

自らが所属・業務等で関係するサービス事業者」と

は、評価調査者が現在所属するまたは以前所属して

いた法人が経営するものや、評価調査者がコンサル

タント、会計事務、調理業務などを通じて現在経営



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(11) 事業内容に関する透明性を確保するために以

下の規程等を整備し、公開していること。 

ア 所属する評価調査者一覧 

イ 事業内容等に関する規程（第三者評価を

実施するサービス種別を含む） 

ウ 第三者評価の手法に関する規程 

エ 守秘義務に関する規程 

オ 倫理規程 

カ 料金表 

キ 評価事業の実績 

ク 苦情等への対応体制 
 

(12) 評価の実施にあたっては、機構の定める評価手

法及び評価項目をすべて取り込んで行うこと。 

 

(13) 評価を実施した評価調査者、評価手順、評価結

果等について機構の定める様式を用いて報告

すること。 

        評価結果等の情報の公表の詳細については、

別に定める「情報公表要領」による。 

 

(14) 前項の評価結果等の報告内容を、機構が公表す

ることを承諾すること。サービス事業者が評価

結果等の一部または全部について公表を望ま

ない場合は、その理由を附して機構に報告する

とともに、その旨を公表することを、承諾する

こと。 

  

（認証の申請） 

第３条 認証の申請は、「福祉サービス第三者評価機関

認証申請書」に必要な書類を添付して行う。 

 

（認証） 

第４条 認証は、第２条に規定する認証要件をすべて

満たしていることを要件とする。 

２ 機構は、評価機関の認証について調査審議し、可

否を決定する。 

 

（認証の通知） 

第５条 機構は、評価機関を認証したときは、「福祉サ

ービス第三者評価機関認証通知書」を交付する。 

２ 機構は、評価機関を認証しないこととしたときは、

「福祉サービス第三者評価機関不認証通知書」を交

付する。 

 

（変更の届け） 

第６条 第３条で規定する申請書に記載する事項及び

申請書に添付した書類の内容に変更が生じた場合

等に関係しているかまたは過去３年の間に経営等

に関係していたすべての施設、事業所のことをい

う。なお、「所属」とは、代表者や理事、役員であ

ること、または常勤、非常勤等の形態を問わず雇用

関係があることをいう。 

 

 

２ 評価機関とサービス事業者の間に利益相反関係

の存する恐れが実質的にないと認められる場合に

は、評価機関の申し出により委員会は前項の適用に

ついて特例の措置を講ずることができる。 

 

（公開） 

第９条 要綱第２条第 11 号に規定する「公開」とは、

評価機関の主たる事務所の所在地に書類を備え置

き、誰でもが閲覧できる状態にすることをいう。な

お、評価機関はホームページやパンフレット等を作

成し、利用者や事業者にわかりやすく公開すること

に努めるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（評価を実施した評価調査者、評価手順、評価結果等） 

第 10 条 要綱第２条第 13 号に規定する「評価を実施

した評価調査者、評価手順、評価結果等」とは、別

に定める書類をいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



は、認証を受けた評価機関は、変更の事由が発生し

た日から 30 日以内に、「福祉サービス第三者評価機

関内容変更届」に必要な書類を添付し、変更内容を

届け出なければならない。 

 

 

（認証の辞退） 

第７条 評価機関は「認証辞退届」の提出により、認

証を辞退することができる。 

 

 

（認証の取消） 

第８条 機構は、認証した評価機関が以下の各号に該

当する場合、調査審議し、必要があると認めたとき

は認証取消の決定をする。 

(1) 第２条に規定する認証要件のいずれか一つが欠

けた場合 

(2) 一定期間事業実績がない場合 

(3) 第 10 条に定める定期的な事業報告又は機構へ

の協力を行わない場合 

(4) 不正な行為が行われた場合 

２ 機構は、評価機関の認証を取り消したときは、「福

祉サービス第三者評価機関認証取消通知書」を交付

する。 
 

（定期的な事業報告） 

第９条 評価機関は、毎事業年度終了後速やかに機構

に対し、事業の実績等を報告するものとする。 

 

（機構への協力） 

第 10 条 第三者評価機関は、機構が事業の適切な実施

を目的として行う調査等に協力するものとする。 

 

（その他） 

第 11 条 この要綱に定めるもののほか、認証を実施す

るにあたり必要な事項は、実施要領に定める。 

 

第 12 条 この要綱及び実施要領に定めるもののほか、

認証を実施するにあたり必要な事項がある場合は別

に定める。 

 

附 則  

 本要綱は平成 17 年１月 13 日から施行する。 

 本要綱は、令和６年９月２日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（認証の取消） 

第 11 条 要綱第８条第２号に規定する「一定期間」

とは、３年間とする。 

 

第 12 条 要綱第８条第４号に規定する「不正な行為」

とは、次に掲げる各号をいう。 

(1) 第三者評価を行った事業者から評価料金とは

別に金品を受け取ること 

(2) 守秘義務に違反すること 

(3) サービス利用者や事業者の人権を侵害するこ

と 

(4) 法令に違反すること 

(5) その他社会的通念上不正な行為と認められる

場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（その他） 

第 13 条 この実施要領に定めるもののほか、認証を

実施するにあたり必要な事項は細目に定める。 

 

附 則 

 本実施要領は平成 17 年１月 13 日から施行する。 

 本実施要領は平成 18 年 12 月 20 日から施行する。 

 

 


